高知港係留施設等の指定管理者募集に係る質問について【２】
○質問書（平成25年8月30日）
	【 質 問 】
	【 回 答 】

	１）徴収事務委託契約について
指定管理は県有分が対象となると思いますが、徴収事務委託契約には7-2岸壁の国有分は含まれるでしょうか？
また、含まれない場合は、国有分のバース調整、係船料徴収、埠頭保安、
は別の請負委託業務となり別途　委託料があるのでしょうか？

	
国有港湾施設である7－2岸壁と1－2岸壁は、指定管理施設に含んでいません。

7－2岸壁と1－2岸壁の施設管理は従来どおり県が行うもので、当該施設のバース調整や係留施設使用料徴収は委託業務を予定しています。
7－2の埠頭保安管理は、7－2岸壁を管理するものではなく、当該区画（エリア）の危害行為等を未然に防止するための保安業務であるため、指定管理業務に含んでいます。



